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はじめに

　国際刑事裁判所（「ICC」、「裁判所」）への協力義務は、「ICCに関するローマ規程」（ICC規

程）第 9部に規定される。その内容は主に、ICCでの捜査および訴追に関する協力について

の ICCからの要請に応じる義務であり、ICC締約国にこれらの義務があることは文言上明ら

かである。他方で、ICCの過去 20 年の実践からは、「ICCへの協力」が意味するものの内容

が ICC規程上想定されていたものから大幅に拡大しているように見える。ICCの管轄権が国

家の管轄権に対して補完的であるとする「補完的体制」は、ICC規程の批准に関わりなく、

実質的には、その目標である国際刑事司法への国内的な貢献を求める構造的機能を有する。ま

た近年、ICCに必要とされる「協力」の内容について、円滑な情報共有や ICC規程の批准拡

大および理解促進のためのプロモーションといった認識レベルでの多様な形態が想定されてき

ている。さらに、ICCの特殊な管轄権設定により、国際連合（国連）安全保障理事会（安保理）

により付託された事態に関しては、ICC規程非締約国にも締約国と同様の協力義務が発生し

得る。また、越境的犯罪の場合には、関連する国家には、たとえ非締約国であり協力義務はな

くとも、ICCが協力を必要とし対話を求める場合がある。

　本稿は、拡大した「ICCへの協力」の意味に関する予備的考察として、必ずしも規程上の

義務の範囲にとらわれない「協力」の実践上のあり方について明らかにするための概念枠組み

を構築することを目的とする。そのため特に、アジア太平洋諸国 1）における実践を検討する。

アジア太平洋地域は、ICCに対し最も消極的な地域だと評されてきた 2）。アジア太平洋地域で

は、ICCの設立条約である ICC規程の批准率は低く、国内法制度化も芳しくない。ただし、

批准や国内法制度化が ICCへの協力を確約するわけではないことは、これまでも指摘されて

きたとおりである 3）。法定された協力とは別の、多様で一見表面的・技術的な協力の在り方は
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無視されるべきではない。アジア太平洋の実践に目を向ければ、ICCが「協力」として想定

するもののうち、ICCでの刑事手続のための制度構築や金銭的貢献に限られず、ICCの管轄

犯罪（中核犯罪）の国内での犯罪化や、ICC設立前の中核犯罪事件を処理するための特別機

関の創設、プロモーション活動への貢献、ICC捜査に関連する対話、といった様々な形態の「協

力」活動が見られる。

　そこで以下では、第 1に、「ICCへの協力」の意味について、ICC規程上の協力、ICC規程

の「遵守」の概念、締約国会議の文書、および非締約国との関係の分析を通じて、2つの「法

定型」の協力（ICC手続への刑事司法協力と金銭的協力）と 3つの「非法定型」の協力（「犯

罪化」、「プロモーション」、「対話参加」）という概念枠組みを構築する。第 2に、アジア太平

洋諸国による「ICCへの協力」の実践を、この概念枠組みを用いて検討する。最後に、この

分析を通じて明らかにした、拡大した「ICCへの協力」の内実と課題を受けて、今後の展望

を述べたい。

1.「ICCへの協力」の意味

　2007 年の第７回 ICC規程締約国会議で、「ICC規程の普遍性と完全な実施を達成するため

の行動計画に関する勧告」（行動計画に関する勧告）の付属文書として、「協力に関する勧告

（Recommendations on cooperation）」が採択された 4）。この文書では、「協力（cooperation）」

は「援助（assistance）」と並列して、いわゆる刑事司法協力を指す用語として用いられる場

合もあり、これは狭義の意味での「協力」とも呼べるだろう。他方、「協力に関する勧告」に

はそれ以外にも、多種多様な 66 の形態の「協力」が列記されている。以下では主に、「協力に

関する勧告」で示された「ICCとの協力」の内容について、法定型、すなわち ICC規程上想

定された形態と、非法定型、すなわち ICC規程には記載のない形態に分けて整理する。

1.1．法定型の協力の態様

　　1.1.1．ICC手続への刑事司法協力

　ICC規程上、ICC規程の締約国は、「この規程に従い、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪

について裁判所が行う捜査及び訴追において、裁判所に対し十分に協力する」法的義務を負

う 5）。具体的には、「自国の国内法の手続が…すべての形態の協力のために利用可能であるこ

とを確保する」ことが求められる 6）。運用レベルでは、ICC は締約国に協力を要請する権限を

持ち、締約国は国内法に基づいて ICCからの逮捕と引渡の要請に従うことになっている 7）。

具体的な対象として、捜査と証拠収集、裁判所職員の特権および免除、証人保護、ICCの判決・

罰金・没収命令の執行、裁判所の運営に対する犯罪が含まれる 8）。また、締約国は、ICCの要
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請に応じて協議する必要がある 9）。近年「国家協力の複数の手段」として特に重大性が増すも

のとして、仮釈放中や無罪となった被告人の取扱いもあげられる 10）。法定された協力義務の

違反を構成する非協力は、ICC締約国会議によって監視される 11）。他方で、ICCから要請さ

れた協力以外の刑事司法協力を自発的に行うことは妨げられない 12）。

　　1.1.2．金銭的協力

　分担金の支払いも、法定型の協力の 1つといえる。締約国の分担額は合意する分担率に従う

が、基本的に国連における分担率を基礎として調整される 13）。裁判所の費用に対する分担金

の支払が 2年分延滞した場合、やむを得ない事情によらない限りは締約国会議における投票権

を失う 14）。他方、追加的資金として任意拠出金を支払うこともできる 15）。

1.2．非法定型の協力の態様

　　1.2.1．ICC規程の「遵守」としての国内での「犯罪化」

　ICC規程は、明示的には国内での中核犯罪の犯罪化を義務としていない 16）。しかし、「行動

計画に関する勧告」の 36 項は、「規程（…）に定められた犯罪を国内法の下で罰せられる犯罪

として含めること」を確保することを奨励するとする。しばしば ICC規程の「履行

（implementation）」とも呼ばれるこの形態の「協力」の内容は、ICC規程の「遵守

（compliance）」かどうかが議論されてきた。ICC規程を遵守するとは、ICCの要求に従い、

それを実施することを意味するとする見解が主流である 17）。他方、法定型の協力の内容とは

別に、より広く「遵守」を捉える主張も見られる 18）。特にハウス（R. Howse）とタイテル（R. 

Teitel）は、ICC規程の遵守は、被疑者を単に引き渡すという行為を超えて、より長い時間枠

で複雑な一連の国家の行動を分析することによって最もよく評価できると主張した 19）。

　この幅広い理解の下では、ICC規程の遵守は、対応する規範を国内法および /または国内の

訴追政策に組み込むことを通じて示唆され得る 20）。したがって、ICCへの正式な加盟または

実際の逮捕または引渡とは異なる、ICC規程遵守のための潜在的な代替形態について議論す

る必要がある。このような代替案に関する議論では、ICCシステムの運用の基本であり、よ

り広い意味を持つ独自の法的政策戦略、つまり「補完性（complementarity）」を考慮に入れ

る必要がある。

　補完性体制とは、ICCは国家の管轄権に対して補完的であり、十分な重大性のある事件の

み受理し、また国家による捜査または訴追が進行中でかつそれらが真に捜査・訴追する意思ま

たは能力に欠けると判断されない限りで、国内での手続が優先されるという制度を指す 21）。

ICCの管轄下にある中核犯罪、すなわちジェノサイド、人道に対する犯罪、戦争犯罪、およ

び侵略犯罪は、「国際社会の関心事である最も重大な犯罪」であり、組織的な方法で行われる
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ことが多く、通常は数百または数千の人々が直接的または間接的に実行し得る。ICCへの過

重な負担を避けるために、ICC規程にはいわゆる「重大性の敷居（gravity threshold）」が挿

入され 22）、最も重大な事件と最も責任のある指導者にのみ焦点を当てるように設計され

た 23）。また、これらの犯罪の防止は国際社会全体の利益であり、刑事訴追は「国家の主権的

権利の核心」24）であって、中核犯罪の国内訴追を支持する伝統的な推定があることから 25）、

刑事管轄権を行使するための国家主権への適切な考慮が ICC規程の補完性体制に組み込まれ

た 26）。ICCはまた、各国の能力構築を積極的に支援してきた。立法支援やキャパシティ・ビ

ルディングを内容とする「積極的補完性」のアプローチは、各国政府による中核犯罪の訴追を

促進する上で、ICCが重要な役割を果たしていることを示唆している 27）。

　ICCの補完的な設計に鑑みると、ICCにとっての最優先事項は ICC自身の訴追を実現する

ための効果的な国家協力ではない、という理念的把握が可能であろう。クレフナー（J. 

Kleffner）によれば、「補完性が有する監督要素は、国家レベルでの国際的に懸念される最も

重大な犯罪の禁止の実施と執行を強化することを目的としたアメとムチのメカニズムと組み合

わされている」28）。すなわち、国家は、自国での手続が「真に訴追または裁判する意図または

能力」29）に欠けると判断されて ICCに事件を奪取されないように自国内での制度を整えるよ

う促されている。また、結果として、ICC規程非締約国であっても、補完性の原則に基づく

ICCの介入を回避する目的で、主要な犯罪を訴追し処罰できるように自国の刑法を適応させ

るインセンティブをを生じさせているのである。

　人の逮捕と引渡、または ICCへの証拠の提供などは文字通り ICC規程の遵守であるといえ

るが、国内で捜査および訴追を行い ICCのリソースを節約することは、補完性の精神により

適しているといえ、広い意味での遵守ともとれる 30）。そのため、国内での「犯罪化」は、非

法定型の「ICCとの協力」の一形態であるということができよう。

　　1.2.2．多様なプロモーション活動の重要視

　「協力に関する勧告」の特徴は、情報共有や連絡といったコミュニケーション面、ワークショッ

プやセミナーといった意識・能力向上面での、ICCのいわばプロモーション活動の重要性が

各所で説かれている点である 31）。

　コミュニケーション面については、情報提供に関し、予備的検討の段階での背景情報の提供

（勧告 12）、どのような情報が役立つかに関する概要の提供（勧告 13）、ICCにとって価値あ

る背景情報の評価（勧告 14）といった特定事態に関連するものがある。また、支援の提供に

関心のある締約国と支援を受ける意思のある締約国との連絡の促進（勧告 6）、関連する大使

館の連絡先の指定（勧告９）や担当者の連絡先の通知（勧告 25）、ICCの具体的なニーズの通

知（勧告 53）といった一般的な情報提供および連絡先の確保が推奨されている。
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　意識・能力向上面に関しては多様な方法が考案され推奨されている。例えば、締約国へのハ

イレベルで実務的な訪問を通じての ICCの主流化と意識向上への貢献（勧告 10）や、国内の

専門家や国内の法案起草に関連する人のためのワークショップとセミナー（勧告４）の必要性

を指摘する。またより具体的に、関連職員が ICC規程について必要な知識を備えていること

を確保するために特定のパワーポイントのプレゼンテーションを使用すること（勧告 43）、法

律顧問によるアウトリーチ活動への参加（勧告 44）、地域グループの活用（勧告 50）、ICCへ

のハイレベル訪問者による概要説明（勧告 55）、締約国による国際機構等における ICCの主

流化の促進（勧告 61）、共同声明等の発表（勧告 62）、地域機構内部における ICCに関連する

作業部会の設立（勧告 64）、締約国による認識向上のための地域セミナーやワークショップの

促進、政治的支援の醸造（勧告 66）があげられている 32）。

　　1.2.3．非締約国との「対話」の重要性

　ICC規程非締約国は、条約法上、形式的には ICC規程に直接拘束されることはない 33）。他方、

非締約国の協力が必要になる場面は、ICCにおいて 4つある。

　第 1に、国連安保理による事態付託の場合である。非締約国は、国連の締約国である場合、

潜在的な要求に備える必要がある。Al-Bashir事件 ICC上訴裁判部決定は、ICCに状況を付

託した安保理決議の影響により、非締約国にも当該事態については締約国と同様に協力する法

的義務があることを確認した 34）。ICC逮捕状を無視して被疑者の出国を許可した場合、不作

為の法的および政治的結果に直面する。非締約国がこれらの結果を回避したい場合は、国内法

の下で被疑者の権利を侵害することなく、ICC の要求に従って被疑者を逮捕し、引き渡すこ

とを可能にする国内法を整備しておく必要がある。

　第 2に、越境的性質を有する中核犯罪の場合で、複数ある犯罪実行地または被疑者国籍国の

いずれかが ICC規程非締約国である場合である。2018 年 4 月 9 日、検察官は、ミャンマーか

らバングラデシュへのロヒンギャの人々の追放の疑いに対し ICCが管轄権を行使できるかと

いう問題について、ICCの予審裁判部に判断を求めた 35）。バングラデシュが ICC締約国であ

る一方で、ミャンマーは締約国ではなく、国外への追放の犯罪がバングラデシュとミャンマー

の両方の領域で行われたとされたためである。2018 年 9 月 6 日、ICCの予審裁判部は、国境

を越えた移動の要件は、国外追放犯罪の特定の要素を構成することを確認した 36）。国外追放

は「行為が開かれた犯罪（open-conduct crime）」であり、加害者は被害者を国境を越えて駆

り立てる「追放またはその他の強制行為」に相当する複数の異なる行為を行い得る 37）。裁判

部は、犯罪の少なくとも 1つの法的要素または犯罪の一部が締約国の領域で行われた場合、

ICCの管轄権を行使するための前提条件が満たされると判断した 38）。同判断に基づいて裁判

部は、ICCがミャンマーからバングラデシュへのロヒンギャの人々の追放の疑いについて管
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轄権を行使できると結論付けた 39）。このような犯罪の場合、被疑者が非締約国であるミャン

マーに所在することに加え、捜査対象となっている追放の具体的な実行行為の大部分がミャン

マー領域内で行われているため、捜査においては非締約国であるミャンマーの協力が必要不可

欠となる。

　第 3に、犯罪実行地または被疑者所在国が ICC規程 12 条 3 項に従って管轄権受諾を行って

おり、当該国に関わる捜査が行われる場合である。同条後段は、裁判所の管轄権を「受諾した

国は、第 9部の規定に従い遅滞なくかつ例外なく裁判所に協力する」ことを定める。アジア太

平洋地域でいえば、パレスチナは 2015 年 1 月 1 日に ICC規程 12 条 3 項に従い、2014 年 6 月

13 日以降パレスチナ域内で行われた犯罪について ICCの管轄権を受諾する宣言を行った 40）。

ほかに、ウクライナが同宣言を行った非締約国である 41）。

　第 4に、一度 ICC規程締約国であって、その期間に当該国に対して捜査が開始されたが、

後に ICC規程から脱退した場合がある。このような事例は、ブルンジとフィリピン（後述）

について見られる。

　非締約国から協力を求めることは容易ではない。ICCは非締約国と「特別の取極又は協定」

などを締結することができるが、管見の限りこれまで締結されたことはない 42）。ICCの価値

理解を醸成し、将来的な批准と、短期的には何らかの形で捜査や訴追への実質的な貢献につな

げるためにも、非締約国との対話が重要となり得る。「協力に関する勧告」でも、締約国に限

られず、「被疑者が所在する領域国」に対し、情報提供や法執行要員の専門的な訓練などの技

術支援の提供可能性（勧告 20）や、証人保護のための支援を得るための可能性を探るための

対話（勧告 23）の重要性が示された。非締約国と ICCとの関係において、非締約国による

ICCとの対話参加は、非締約国から引き出せる「ICCへの協力」の重要な一側面を構成し得る。

2.アジア太平洋諸国による「ICCへの協力」

　アジア太平洋諸国は、ICCに関与することに一般的に慎重で消極的であるとされてき

た 43）。単純な統計によれば、執筆時点での ICC規程の批准率は、他の地域に比べてアジア太

平洋地域ではかなり限られている（アフリカ諸国の約 61%（53 のうち 33 か国）、東ヨーロッ

パ諸国の約 78%（23 のうち 18 か国）、ラテンアメリカおよびカリブ海諸国の約 84%（33 のう

ち 28 か国）、西ヨーロッパおよびその他の国の約 86%（29 のうち 25 か国）が ICC規程締約

国である一方、アジア太平洋諸国に関しては、締約国はわずか約 36%（53 のうち 19 か国）に

とどまる）44）。

　2022 年 10 月の時点での、アジア太平洋地域の ICC規程締約国は、アフガニスタン、バン

グラデシュ、カンボジア、クック諸島、キプロス、フィジー、日本、ヨルダン、キリバス、モ
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ルディブ、マーシャル諸島、モンゴル、ナウル、韓国、サモア、パレスチナ、タジキスタン、

東ティモール、バヌアツである 45）。イラン、クウェート、キルギスタン、オマーン、ソロモ

ン諸島、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、イエメンは署名国であるが、まだ規程を批准し

ていない 46）。キプロス、モンゴル、サモア、パレスチナは侵略犯罪に関する改正（2010 年）

も批准している 47）。

　ICCの特権および免除に関する協定（2002 年）に関しては、アジア太平洋地域からは、キ

プロス、パレスチナ、韓国、サモアの 4か国のみが批准、ヨルダンとモンゴルが署名してい

る 48）。アジア太平洋グループからは 2カ国のみが ICCとの証人保護に関する任意協力協定に

署名している 49）。刑の執行に関して自主的な協力協定を締結したアジア太平洋の国はな

い 50）。また、アジア太平洋地域では、ICC 規程の協力手続を実施する法律がない国も多いこ

とも確認されている 51）。

　アジア太平洋地域における非締約国の ICC規程未批准の理由は、これらのアジア太平洋諸

国の一部と共有される価値観と状況を反映しているように思われる。中国は ICC規程の起草

に積極的に参加し、安保理による ICCへの事態付託を支持したこともあるが 52）、国家主権に

反する可能性のある管轄権や、慣習法の定義と相容れない中核犯罪の定義などの問題を理由に

ICC規程に署名しなかった 53）。インドは、ICC規程採択時の投票を棄権し、米国と連携して

「強力な国家司法プロセスと国際法廷との間の潜在的な対立、またそのような法廷が国家主権

に与える影響」についての「懸念」に言及している 54）。東南アジア諸国連合（ASEAN）のメ

ンバーの中では、フィリピンが 2019 年に ICCを脱退したことにより、カンボジアだけが ICC

規程締約国である 55）。かつて2019年 3月 4日に ICC規程への加入書を寄託したマレーシアは、

政府が政治的混乱と野党からの批判にさらされた後、その撤回を発表した 56）。インドネシア

は、かつて 2008 年までに ICC規程を批准することを約束したが、2013 年 5 月にこれを放棄

している 57）。

　国家による「ICCへの協力」は、法定型と非法定型があり、前者には批准を前提に、実際

の逮捕や引渡とそれを実現するための国内法整備、および金銭的な貢献が数えられる。他方、

非法定型の協力として、中核犯罪の国内犯罪化、プロモーション、および対話参加をあげた。

以下では、特に、非協力的であると一般に認識されてきたアジア太平洋諸国によるこれらの協

力形態について検討し、「ICCへの協力」の意味の拡大の態様について考察する。

2.1．法定型の協力

　アジア太平洋地域からの実際の捜査協力や逮捕・引渡は執筆時点では実現していない。その

ため、ICCへの協力に関する国内法制定状況、および金銭的貢献について概観する。
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　　2.1.1．ICC手続への協力法

　ICCへの国際刑事司法協力について詳細な国内法を設定している国は、アジア太平洋地域

ではほとんど見られない。例外である日本は、2007 年 7 月 17 日に ICC規程に加入するため

の準備として、2007 年 5 月 11 日に「ICCとの協力に関する法律」（日本 ICC法）を制定し

た 58）。日本 ICC法は、ICCが行う可能性のあるほぼすべての種類の協力要請を想定した 65

の条項を含む。これらの条項は、証拠の取得、引渡、および執行に関する一般的な協力、なら

びに国際刑事警察機構を支援し、ICCの運営に対する犯罪に対処するために講じられた措置

などの問題に対処している 59）。また、国内逮捕・引渡の可能性を前提とした日本国憲法上の

適正手続にも十分留意しているが、古谷は、日本は国際刑事司法の進展を「受動的に」追って

いると強調する 60）。しかし、さまざまな形態の協力に対処する適切な規定は、協力行為自体

をより予測可能で透明性のあるものにすることができる。これにより、日本の警察と検察は、

ICCが日本の当局からの支援を必要とする状況に備えることができる。日本の ICC法の主な

目的は合理化であり、国内の逮捕を促進し、司法当局が恣意的な逮捕から個人を保護しながら

国内法に違反しないことを保証するための国内法であって、刑事人権の観点からは、前向きな

展開といい得る。

　韓国は日本より早く、ICC規程発効年である 2002 年 11 月 13 日に ICC規程を批准し、2007

年 12 月 21 日に「ICCの管轄内における犯罪の処罰に関する法」（韓国 ICC法）を公布した（2011

年 4 月 12 日に改正）61）。同法は ICC管轄下の犯罪について詳細に規定する一方で、ICCへの

協力に関する条項は限定的である。これは、韓国の立法者が潜在的な国内訴追を前提とし、犯

罪防止への積極的な参加に基づく「国内での運用性」を重視したことによると評されてい

る 62）。具体的には、ICCへの刑事司法協力に関する条項は 2つしか見られない。しかもこれ

らは、外国に対する引渡および協力に関する既存の法律について、必要な変更を加えて ICC

との協力にも適用するとしたのみである。このアプローチは、特定の国内法的根拠なしに、

ICCの要請により逮捕や引渡または財産の押収などの強制的措置を受けた個人の権利との関

係で問題を生じる可能性がある。また、韓国 ICC法は ICC協力体制の下での特定の要件につ

いて規律していないため、ICCの観点からは円滑で予測可能な履行が損なわれる可能性をは

らんでいる。

　　2.1.2．金銭的貢献

　アジアの限られた ICC締約国の中で、日本と韓国の金銭的貢献は、ICCの運営において重

要である。2021 年の報告書によると、日本の分担金は 24,237,845 ユーロであり、ICC締約国

の中で最大である 63）。また、日本の分担額と 2番目の貢献国であるドイツの分担額（16,141,265

ユーロ）との間には大きなギャップがある 64）。韓国は、アジア諸国からの財政的貢献という
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点で日本に次いで 2番目であり、6,239,369 ユーロを支払った。これは、ヨーロッパの数カ国

（イタリア 8,765,068 ユーロ、スペイン 5,687,854 ユーロ）とほぼ同じである 65）。アジア太平洋

諸国は全 ICC締約国の約 15% しか占めていないのに対し、その支出額は全拠出金の約 20%を

占めている 66）。

　また、韓国と日本は、任意拠出金に関して最大の拠出国である（2021 年に韓国は 306,581

ユーロ、日本は 285,532 ユーロ）67）。

2.2．非法定型の協力

　　2.2.1．犯罪化

　アジア太平洋地域における中核犯罪の国内法制化は多様である。日本は、いわゆるミニマリ

スト・アプローチをとり、ICC規程批准に当たって刑法への変更を加えなかった 68）。日本政

府は、ICC規程の下で犯罪を構成するすべての行為が現行の日本の刑法の下で罰せられると

いう理解に基づいているとした 69）。しかし実際には、ICCの管轄下にあるすべての犯罪が日

本の刑法で罰せられるわけではない。例えば、近年ウイグル自治区に関連して問題となってい

る、ジェノサイド罪に該当し得る集団内での出生を防止することを目的とした措置や 70）、戦

争犯罪としての（実質的な損害を与えない）民用物への意図的な直接攻撃の未遂は 71）、日本

の刑法には含まれていない 72）。また、確かに、ICCの補完性に関する判例において、進行中

の国内訴訟の文脈で訴追対象となっている犯罪が ICC訴訟が開始されたものと同じラベルを

持っている /同じ名称を使用しなければならないことを要求しないことが確認されている 73）。

しかし、ICC「規程の第 5条から第 8条に列挙されている犯罪は慎重に選択されたものであ

り」、「これらの犯罪は、国際的に懸念される最も重大な犯罪と見なされている」74）。ジェノサ

イド条約未批准の説明が示すように 75）、日本政府の立場は「考えられないことを考える必要

はない」というアプローチだと評されている 76）。

　他方で、アジア太平洋地域の複数の国の実践は、中核犯罪の犯罪化に関して卓越した実践を

行っていることが報告されている。以下では、ICC規程に沿った国内での犯罪化を行った韓

国、ICCから脱退しつつも、ICC規程よりも拡大された中核犯罪規定を整備したフィリピン、

ICC管轄外の過去の中核犯罪事件について特別な国内制度を整備し運用するカンボジアとバ

ングラデシュの実行について検討する。

　　2.2.1.1．国内手続推進アプローチ―韓国

　韓国のアプローチは、国内の犯罪化に焦点を当てた、国内手続を推進する形態のものである

といえる。韓国 ICC法で注目されるのは、上官命令の概念、および中核犯罪の ICC規程上の

定義を採用している点である。例えば、人道に対する犯罪について、「あらゆる民間人に対す
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る攻撃」の定義に、ICC規程 7条 2 項で要求されるような、そのような攻撃を実行するため

の国家または組織の政策に従って、または促進するための、あらゆる文民たる住民に対する複

数の行為の実行を含む一連の行為を意味するという要件を明記している 77）。アジア太平洋の

ICC規程締約国のうち、韓国とキプロスのみが、この政策要件を自国の実施法に組み込んで

いる 78）。また、韓国の ICC法は、国際的な武力紛争の状況で与えられる特定の保護を非国際

的な武力紛争にも拡大していることが評価されている 79）。

　　2.2.1.2．拡大された中核犯罪定義―フィリピン

　フィリピンは 2011 年 8 月 30 日に ICC規程に加入し、2019 年に脱退した（後述）。加入時

においても ICCとの協力を規定する特定の法律を制定していなかったが、他方で、ICC規程

加入前の 2009 年 12 月 11 日に採択された「国際人道法に対する犯罪、ジェノサイド、および

人道に対するその他の犯罪に関する法」（フィリピン IHL法）は、実体法において ICC規程

よりも拡大された内容を含んでいた。

　例えば、フィリピン IHL法 5条のジェノサイドの定義は、ジェノサイド条約および ICC規

程で対象となり得る集団として指定された、「国民的、人種的、民族的または宗教的集団」の

4つに加えて、「社会的またはその他の同様の安定した恒久的なグループ」も含まれる。これは、

ルワンダ国際刑事法廷（ICTR）のアカイェス事件判決で用いられた定式化に沿った定義であ

る 80）。同判決におけるこの定式化自体はジェノサイド条約の文言とその起草者の意図を考慮

すると過度に広範であると批判されてもいるが 81）、犯罪防止の観点からはより広い集団をジェ

ノサイド意図の標的として包含することでより多くの集団を保護することになるといえる82）。

　また、フィリピン IHL法における人道に対する犯罪の「迫害」の定義は、ICC規程 7条で

言及される対象集団以外の集団に対する攻撃も禁止する。ICC規程 7条 1 項（h）とほぼ同じ

文言を採用するフィリピン IHL法 6条（h）によれば、「性的指向」による集団も人道に対する

犯罪の標的集団として成立する。ICC規程は、標的集団として「ジェンダー」をあげるが、

この定義が「建設的にあいまい」であることが指摘されてきた 83）。フィリピン IHL法は、性

的指向を人道に対する罪としての迫害の根拠として明確に認めた点で革新的である。

　　2.2.1.3．国内での特別法廷の設置―カンボジア、バングラデシュ

　ジェフェリー（R. Jeffery）とキム（H. J. Kim）は、裁判、真実調査委員会、恩赦などの移

行メカニズムの利用について、アジア太平洋諸国は他の地域と同様に積極的であることを実証

した 84）。1980 年から 2010 年の間に少なくとも 19 の移行期正義の実践があり、それらは多く

の場合、2つ以上のメカニズムの組み合わせで構成されている（例えば、恩赦のみ（アチェ、

インドネシア）、恩赦と裁判（カンボジア）、恩赦、裁判、および真実委員会の組み合わせ（東
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ティモール）、恩赦、裁判、真実委員会（ソロモン諸島と韓国）、および真実委員会と恩赦（ス

リランカ））85）。これらの試みの中で、カンボジアとバングラデシュでの制度構築は、国内で

の犯罪化に加え、時間的範囲の理由で ICCの管轄外となる過去の中核犯罪事件に対する訴追

を効果的に実施する制度化までを担った例である 86）。

　カンボジアは、ICC規程を批准した最初の国の 1つであり、国内法制定の試みを続けてい

る 87）。それ以上に、1970 年代のクメール・ルージュ時代に行われた犯罪を訴追するために、

国連とカンボジア政府は 20 年近くにわたって刑事裁判所の設立を交渉した 88）。この交渉は、

国際的な参加を得てカンボジア裁判所内に特別法廷（ECCC）を設置する国際合意に至った。

ECCC は、2003 年「民主カンプチア時代に犯された犯罪の訴追のためのカンボジア裁判所に

おける特別法廷の設置に関する法律」（ECCC法）（2004 年改正）によって設立されたもので

あり、国連との国際協定を通じて国際的な支援を受けて機能する 89）。ECCCは、職員の構成

を含む、多くの意味でハイブリッドな裁判所である 90）。法廷は既存の司法構造内に設置され、

中核犯罪に加え 91）、殺人、拷問、宗教的迫害などのいくつかの国内法上の犯罪 92）を管轄する。

中核犯罪の定義は、ICC規程に基づくものと比較すると、単純化されているか、場合によっ

ては限定されている。例えば、ECCC法における人道に対する犯罪の定義は、これらの犯罪

に相当する行為が行われる根拠を「国家的、政治的、民族的、人種的、または宗教的理由」に

限定している。そのような制限は、ICC規程には見られない。他方で、戦争犯罪に関しては、

ICC規程よりも簡潔な定義を置きつつ 93）、武力紛争中の文化財の破壊や国際的に保護された

人物に対する犯罪といった特定の種類の戦争犯罪については別の規定が追加されている 94）。

手続法としては既存のカンボジアの刑事および刑事訴訟法が適用されるが、ECCC法は国内

法の適用は既存の国際基準に準拠すると規定することで、手続が国際基準に沿って実施される

ことが保証される 95）。

　一方、バングラデシュの国内制度化は、実際的な意味での国際介入なしで行われている。バ

ングラデシュは 2010 年に ICC規程に加入し国内での実施に向けた促進努力がいくつかの経路

を通じて進行中である 96）。他方､ ICC規程の実施とは異なる経路で、1971 年のバングラデシュ

解放紛争に関連する犯罪に対処するための独自の国内メカニズムである「国際犯罪法廷」

（ICT）を創設した 97）。ICTの根拠法は 1973 年に制定され 2009 年に改正された「国際犯罪法

廷法」（ICT法）である。ICTは、人道と平和に対する犯罪、ジェノサイド、戦争犯罪、およ

び「国際法に基づくその他の犯罪」に対する管轄権を有する 98）。ICTの管轄には時間的制限

は置かれていない。ICT法には、上官責任、および公的資格の無関係などの、ICC規程にも

見られる原則が含まれている。手続に関しては、ICT法は被告人の権利、特に公正な裁判の

権利を規定していない 99）。対照的に、ICT法 6条（2A）は、「法廷はその司法機能の行使にお

いて独立し、公正な裁判を保証するものとする」とし、また「国内法と混合された国際法と国
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際刑法に定められた普遍的に認められた規範と原則に指針を求める」ことができると規定す

る。ICTは、国内法に基づいて設立された国内法廷であり、国際職員は置かれていない 100）。

ただし、その判決や決定文書は公開され、英語に翻訳されており、判決と決定の多くの部分で

国際法廷の判例が引用されている 101）。

　　2.2.2．プロモーション

　欧州やアフリカ諸国でのセミナーや訓練は 2000 年代からすでに複数回開催されていたが、

アジア太平洋地域で最初の ICCセミナーは 2017 年 4 月 5 日になって韓国で開催された 102）。

同セミナーには、ICC規程の 9つの締約国（アフガニスタン、カンボジア、日本、韓国、モ

ルディブ、モンゴル、フィリピン（当時）、サモア、東ティモール）、および 3つの非締約国（ラ

オス、ネパール、タイ）に加え、アジア・アフリカ法律諮問委員会（AALCO）、ASEANの政

府間人権委員会（AICHR）、ICC連合（CICC）、欧州連合（EU）、グローバル行動議員連盟

（PGA）、国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI）を含む 6組織が参加した 103）。その後

ICCは、アジア太平洋地域における ICCの認識を促進するために、これまで「アジア太平洋

フォーラム」を 4回 104）、その他の ICCとアジア太平洋の問題に関するウェビナーを複数回行っ

てきた 105）。バヌアツでは 2019 年 5 月 31 日、ICC規程の批准と実施に関する太平洋諸島円卓

会議が開催されている 106）。

　日本は 2012 年 5 月 29 日、締約国会議事務局からアジア太平洋地域の非協力対策の拠点に指

定された 107）。2022 年 10 月に ICC長官が日本を訪問した際には、「アジアでのプレゼンスを

強化するために」日本で初の地方事務所を開設するという提案が行われた 108）。

　アジア太平洋地域におけるプロモーション活動は始まったばかりであるが、コロナ禍におい

てウェビナー形式のイベントが活用されることで、アジア太平洋という遠方のイベントにも

ハーグで裁判任務にあたる裁判官らが頻繁に登壇できるようになったことで促進されているよ

うに思われる。

　　2.2.3．対話参加

　　2.2.3.1．非締約国との対話

　ミャンマーからバングラデシュへのロヒンギャの人々の追放の疑いに関し、ICC検察官は

ミャンマーに対し、訴訟に関する意見書を提出するよう要請した。ミャンマーは協力を拒否

し、代わりに条約法条約 34 条を参照し、ミャンマーは、非締約国として、ICCにおいて検察

官との訴訟に参加する義務はなく、ICC書記局から発せられる口上書を受け取る義務さえな

い、とする旨のプレスリリースを発行した 109）。

　バングラデシュ /ミャンマー事態の状況に関するミャンマーの対応は、ICCの非締約国への
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協力要請に対する、アジア太平洋諸国の非締約国による厳しい反発の一例となった。すなわ

ち、このコメントは、検察官の要求がミャンマーに自国の同意なしに義務を課そうとすること

により条約法に違反している、との見解を示すものといえる。

　非締約国からの激しいコメントに応えて、ICC予審裁判部は自らを弁護し、規程の一般的

な特徴により、国際法原則に従って、締約国と国連、および潜在的な第三者への影響が生じる

可能性があることに基づいて、裁判所の客観的な国際法人格について論じた 110）。

　ICCは、その権限の根拠がバングラデシュによる ICC規程の批准であることを単に説明す

るだけで、十分にその行動を正当化することができたはずである。また、ミャンマーのプレス

リリースは ICCに提出された正式な異議申立てではない。しかしながらこのプレスリリース

上のコメントに向き合い回答を示そうとしたことは、ICCが非締約国との何らかの対話を模

索したものとして見ることができる。また、客観的な国際法人格を持つことの宣言は、国際機

構としての ICCに対する各国の同意（ICC規程の批准）にかかわらず、その存在自体、およ

び実質的な効果が存在することの表明ともとれる。逆にいえば、ミャンマーのプレスリリース

は、望むと望まざるとにかかわらず、そのような問題を検討する機会を ICCに与える対話参

加を構成したともいえる。

　　2.2.3.2．脱退した国家との対話

　フィリピンの脱退は、ICCとこの国との間の完全な断交を伴わなかった。2018 年 2 月 8 日

に ICC検察官がフィリピンにおける「麻薬戦争」の状況に関する予備的検討の開始を発表し

た直後、2018 年 3 月 17 日に、フィリピン政府は国連事務総長に ICC規程からの脱退の決定

を通知した 111）。脱退は、ICC規程 127 条 1 項に詳述されている手順に従い、2019 年 3 月 17

日に公式に完了した 112）。しかし、ICC規程 127 条 2 項およびブルンジ事態判決で、国が ICC

規程の締約国であった期間中に犯された犯罪に対して ICCは管轄権を有し、国の ICC規程脱

退後でもこの管轄権を行使できることを確認している 113）。

　フィリピンは ICCの手続を無視せず、ICC規程に用意された手続に従って自身の権利の主

張を行っている。2021 年 9 月 15 日に予審裁判部がフィリピン事態への捜査を許可してから 2

か月後の 2021 年 11 月 10 日 114）、フィリピン政府は国内での捜査が行われることを理由に、

ICC検察官に捜査を延期するよう要請した 115）。ICCが捜査活動を中断している間フィリピン

当局は、国内手続を継続的に行っていたが、ICC検察官は、延期の要求に十分な理由がない

と判断し、2022 年 6 月 24 日に予審裁判部に ICCの捜査を再開する許可を求めた 116）。

　　2.2.3.3．「誰と」対話すべきか

　ICCの調査対象となっているアジア太平洋諸国における最近の混沌とした政治的変化によ
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り、この地域に関するコミュニケーションと捜査の複雑さのレベルが上昇している。2022 年

初頭のミャンマーの軍事クーデターや、フィリピンの大統領選挙および政権交代後の状況に加

えて、政治的に不安定なアジア太平洋地域のさらに 2つの ICC締約国の事態が ICCによって

捜査中であり、両国は ICC規程の締約国である。1つ目のパレスチナの政情は常に不安定で

あった一方で、2つ目の、アフガニスタンの情勢は、2021 年 8 月以降の政情不安下での ICC

捜査への協力の障害を浮き彫りにしている。

　アフガニスタン事態に関する ICCの捜査は 2020 年 3 月 5 日に開始された 117）。ガニ大統領

が率いる当時のアフガニスタン政府は、パンデミック下の状況を考慮して、検察官に捜査を延

期するよう要請した 118）。捜査延期期間中もアフガニスタン政府は、「ICC検察局とその取組

みとの建設的な関与」を行ってきたが 119）、2021 年 8 月 15 日のカブール陥落、すなわち、ア

フガニスタン事態の被疑者であるタリバンのメンバーによる政権掌握を受け、ICC検察官は、

「真正かつ効果的な国内捜査の見込みはもはやない」という結論に達し、捜査再開の許可を求

める緊急命令を申請した 120）。2022 年 10 月 31 日、予審裁判部は、アフガニスタンは ICCの

捜査延期を正当化する方法で真正な捜査を実施しておらず、自身の延期要求を追求することに

関心を示していないとし、ICC検察官がアフガニスタン事態への捜査を再開することを承認

した 121）。

　アフガニスタンの事例は、国内での政権移行前の対話の状態が政権移行により破綻した事例

に見えるが、今後 ICCが国連や締約国会議のチャネルを通じてどのように対話を構成してい

くかが注目される。特に、「誰と」対話すればよいか、を確定する手続自体が困難を要する。

このような状況に直面して、2021 年 10 月 8 日に予審裁判部は「十分な情報に基づいた決定を

下し、規程 18 条 2 項に基づく手続を適切に確立する立場にあるためには、現在アフガニスタ

ンを代表している当局の身元に関する信頼できる最新の情報を受け取る必要がある」とし、国

連事務総長および ICC締約国会議に関連情報の提出を要請することを決定した 122）。これに対

し国連事務総長は、政府承認は「個々の国家の問題」であると述べ123）、明言を回避している。

ICC検察官は、旧政権のハーグ大使を正式なアフガニスタンとの外交ルートとして取り扱う

姿勢を貫いている 124）。他方で、裁判所手続に関連する「見解（observations）」提出の募集は

ICCウェブのサイトを通じて「権限あるアフガニスタン当局」を名宛人として行うことで、

提出元に判断をゆだねるかたちとしている 125）。

おわりに

　国際的な刑事司法を促進し執行する試みは、初期には国連との多国主義的アプローチをとっ

てきたが、現在は ICCを中心に行われている。ICCは、中核犯罪に対する世界的な対応を一
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般化し、標準化するというあらゆる意図を持って、このような試みを促進してきた。普遍主義

的な ICCシステムにとっては、多様化する非法定型の「ICCへの協力」に関する明確なゴー

ル設定が課題となろう。国内での犯罪化と国内訴追を奨励する積極的補完性の立場からは、正

義追及のタイミングや質保証の問題とのバランシングが求められる。また、プロモーションに

関しては、批准率上昇以外の成果に関する指標の設定が困難である。さらに、非締約国との対

話は、「ICCへの協力」を促進する一方で、非締約国に対して実質的に便宜を図ることにもな

る点にも注意を要する。

　本稿は、アジア太平洋諸国がとったアプローチの評価に限定したものである。当然ながら、

他の国や地域における「ICCへの協力」のあり方との比較を通じた地域的特徴の解明が必要

であろう。このような比較研究を通じて、ICCの目標や国際刑事司法のより広範な枠組みへ

の新しいタイプの協力の在り方へのアイデアがもたらされる可能性がある。また、この研究を

拡大することで、潜在的に普遍的な範囲と補完的な権限を持つ ICCの規範的な影響をより正

確に測定することに貢献する可能性がある。これは、国際的な刑事司法を真にグローバルな企

図として考える際に、国や地域の文化、歴史的および政治的経験の多様性に対しより効果的に

対応するための規範やメカニズムについての考察への重要な一歩であるといえよう。

【付記】

　本稿の基準日は 2022 年 11 月 7 日である。本稿の一部（1.2.1．、2.1.1.、2.1.2.、2.2.1．）は、

Megumi Ochi, “Diversity in Compliance with a Universal Goal: The Asia-Pacific Approach to 

the International Criminal Justice” in Maja Groff and Sergey Vasiliev (eds), Legal 

Diversity in International Law: The Universal Vocation in Theory and Practice (Edward 

Elgar, forthcoming)で公表した研究成果に基づいている。JSPS科研費 19K13517 の助成を受

けている。
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Criminal Courtʼ (2013) 35 Human Rights Quarterly 569, 597. 
4 ） Resolution ICC-ASP/6/Res.2, 14 December 2007, Annex I <https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/
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Expanding Contents of “Cooperation with the International 
Criminal Court (ICC)”: 

Criminalization, Promotion, and Dialogue in the Asia-Pacific

The practices of the International Criminal Court (ICC) over the past 20 years indicate that the 

content of what is meant by “cooperating with the ICC” has expanded significantly from what was 

envisioned in the Statute of the ICC (ICC Statute). In addition to traditional international 

cooperation in criminal and monetary matters, it now seeks further domestic criminalization, ICC 

promotion, and even dialogue with non-State Parties. This paper aims to construct a conceptual 

framework for grasping the contents of expanded “cooperation with the ICC” through examining 

the practices in Asia-Pacific countries, a region that has been described as the region most 

reluctant to engage with the ICC. It first examines the expected contents of “cooperation with the 

ICC” and develops a conceptual framework with two ‘statutory’ forms of cooperation (cooperation 

in ICC proceedings and financial cooperation) and three ‘non-statutory’ forms of cooperation 

(criminalisation, promotion, and dialogue participation). Secondly, it applies this conceptual 

framework to examine the practice of “cooperation with the ICC” by Asia-Pacific countries. 

Finally, it discusses prospects based on the challenges of expanded “cooperation with the ICC”.

(OCHI, Megumi, Associate Professor, Graduate School of International Relations and College of International 

Relations, Ritsumeikan University)
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